
議案第７号 

八幡浜市コスモス共同作業所条例を廃止する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和８年２月２４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市コスモス共同作業所条例を廃止する条例 

八幡浜市コスモス共同作業所条例（平成１７年条例第１３０号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

八幡浜市コスモス共同作業所を閉鎖するため。 



 


